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第1章  審査の流れ 

1.1 審査の流れ 

盛土規制法における許可審査の流れは次のとおりです。 

 

申請書及び 
添付書類の確認 

●必要な書類がすべて添付されていることの確認 

  

申請書の審査 ●申請書の記載内容に不備がないかの審査 

  

添付書類の審査 

●添付書類の記載内容に不備がないかの審査 

・資格を有する設計者の審査 

・当該土地周辺写真の確認 

・申請者を証明する書類の確認 

・資金計画書の確認 

・土地所有者の同意の確認 

・住民周知の確認 

  

設計図書の審査 

●設計図書の記載内容に不備がないかの審査 

・図面の審査 

・構造設計書の審査 

・安定計算書の審査 

  

許可 ●審査により不備がないことを確認後、許可証を発行 

 

  



盛土規制法に基づく許可申請の手引き（審査編） 

第 1 章 審査の流れ 

 
 

2 

1.2 許可申請に必要な書類 

 参考様式  

許可申請に必要な書類がすべて添付されていることを確認します。 

工事の区分により必要な書類が異なるため、土地の形質の変更（盛土又は切土）に必要な書類を表 

1.2.1 から表 1.2.3 に、土石の堆積に必要な書類を表 1.2.4 から表 1.2.6 に示します。 

 

表 1.2.1 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請に必要な書類 1/2 

No. 書類の名称 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 

原
本
の
要
否 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

書類 1 
宅地造成又は特定盛土等に 

関する工事の許可申請書 
◎ － － □ 

書類 2 許可申請のチェックリスト ◎ － － □ 

書類 3 青森県収入証紙ちょう付用紙 ◎ ・青森県収入証紙を貼付 要 □ 

書類 4 設計者の資格に関する書類 

 
4-1 設計者の資格に関する申告書 〇 

・「高さが 5m を超える擁壁の設置」または「盛土又

は切土をする土地の面積が 1,500m2 を超える土地

における排水施設の設置」の場合に添付 

－ □ 

4-2 卒業/修了/免許等を証する書類 〇 ・上記書類の資格を証するもの － □ 

書類 5 申請地及びその周辺の写真等 

 
5-1 申請地及びその周辺の写真 ◎ － － □ 

5-2 平面図 ◎ ・撮影位置、方向を明示した図面 － □ 

書類 6 同意者一覧表等 

 

6-1 同意者一覧表 ◎ － － □ 

6-2 
工事区域内の土地の地図証明書

（公図） 
◎ ・「地番、地目、所有者名、面積」を追記 要 □ 

6-3 土地の登記事項証明書 ◎ － 要 □ 

書類 7 土地使用同意書等 

 
7-1 土地使用同意書 ◎ 

・申請者が全ての権利を有する土地については添付

不要 
要 □ 

7-2 印鑑登録証明書 ◎ ・上記書類に押印した印鑑に係るもの 要 □ 

書類 8 周辺住民への周知を行ったことを証する書類 

 

8-1 周知措置報告書 ◎ 
・周辺に住民がいない場合は、そのことを確認できる

資料を添付 
－ □ 

8-2 議事録及び出席者名簿 〇 ・説明会を開催した場合に添付 － □ 

8-3 位置図 〇 ・書面配布した場合に添付 － □ 

8-4 周知に使用した資料等 〇 ・配布資料、掲示物、Web ページなどの写しを添付 － □ 

8-5 周知状況の写真 ◎ 
・説明会開催状況、書面配布状況又は工事内容掲示 

状況の写真を添付 
－ □ 
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表 1.2.2 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請に必要な書類 2/2 

No. 書類の名称 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 

原
本
の
要
否 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

書類 9 工事主の資力及び信用に関する書類 

 

9-1 
工事主の資力及び信用に関する 

申告書 
◎ － － □ 

9-2 誓約書 ◎ － － □ 

9-3 法人登記事項証明書 〇 
⚫ 申請者が法人の場合 

・最新情報のものを添付 
要 □ 

9-4 直近 3 期の決算書類 〇 

⚫ 申請者が法人の場合 

・直近 3 期の各事業年度における決算書類 

（貸借対照表、損益計算書ほか）を添付 

－ □ 

9-5 納税証明書 ◎ 
・直近 3 年間の法人税または所得税の完納を確認 

できるものを添付 
要 □ 

9-6 

当該株主の有する株式の数又は当

該出資をしている者のなした出資

の金額が確認できる書類 

〇 

⚫ 申請者が法人の場合 

・発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主

又は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当する出資を

している者に限る 

－ □ 

9-7 住民票の写し等 ◎ 

⚫ 申請者が法人の場合 

・役員の住民票の写し※1 を添付 

・株主等（株主又は出資者）の住民票の写し※1 を添付 

（株主等の住民票の写しは、発行済株式総数の 100 分

の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分

の 5 以上の額に相当する出資をしている者に限る） 

要 □ 

⚫ 申請者が個人の場合 

・住民票の写し※1 を添付 

書類 10 資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

 10-1 
資金計画書（宅地造成又は特定盛

土等に関する工事） 
◎ － － □ 

 10-2 
残高証明書または融資を証明する

書類 
◎ ・資金計画書の記載の内容と整合している 要 □ 

書類 11 工事施行者の工事完成能力を確認する資料 

 

11-1 工事施行者の能力に関する申告書 ◎ － － □ 

11-2 法人登記事項証明書 〇 ⚫ 申請者が法人の場合 要 □ 

11-3 住民票の写し等※1 〇 ⚫ 申請者が個人の場合 要 □ 

11-4 

工事施行者が建設業法第 3 条第 1

項の規定による建設業の許可を受

けていることを証する書類 

◎ 

・建設業法第 3 条第 1 項の許可を受けていることを証す

る書類（建設業法による建設業の許可で有効期限内の

もの）の写しを添付 

・建設業の許可を有していない場合は、当該工事が軽微

な建設工事に該当することを証明する書類を添付 

－ □ 

書類 12 工程表 ◎ － － □ 

書類 13 
その他知事が必要と認める 

書類 
〇 

・事前相談又は審査において必要と判断した場合に添付

を求めることがある 
－ □ 

書類 14 委任状 〇 ・代理人による申請の場合に添付 － □ 

※1：住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは個人番号カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所を確認できる 

これらに類する書類  
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表 1.2.3 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請に必要な設計図書 

No. 図面 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 縮尺 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

図面 1 位置図 ◎ － 
1/10,000 

以上 
□ 

図面 2 地形図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 3 求積図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 4 土地の平面図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 5 土地の断面図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 6 排水施設の平面図 ◎ 

・排水施設構造図 

・流域図及び流量計算書 

を添付するほか、該当施設がある場合は次の図書も添付 

・表面排水施設平面図 

・地下排水施設平面図 

1/500 

以上 
□ 

図面 7 崖の断面図 〇 

・崖及び擁壁等がある場合に添付 

・切土で擁壁等の設置を要しない土質の場合は、地質調査

等の結果を添付 

1/50 

以上 
□ 

図面 8 擁壁の断面図 〇 
・義務設置擁壁又は高さが 2m を超える任意設置擁壁が 

ある場合に添付 

1/50 

以上 
□ 

図面 9 擁壁の背面図 〇  同上 
1/50 

以上 
□ 

図面 10 
崖面崩壊防止施設の断

面図 
〇 ・崖面崩壊防止施設がある場合に添付 

1/50 

以上 
□ 

図面 11 
崖面崩壊防止施設の背

面図 
〇  同上 

1/50 

以上 
□ 

図面 12 構造計算書等 

 

12-1 構造計算書等（擁壁等） 〇 
・義務設置擁壁又は高さが 2m を超える任意設置擁壁や 

崖面崩壊防止施設がある場合に添付 
任意 □ 

12-2 大臣認定擁壁認定書等 〇 ・大臣認定擁壁を使用する場合に添付 任意 □ 

図面 13 安定計算書（地盤等） 〇 

⚫ 次の各条件に該当する場合に添付 

・盛土のり面の安定計算書は技術的基準編 2.1.5（2） 

表 2.1.7 又は 2.1.6（2）表 2.1.14 に該当する場合 

・盛土全体の安定計算書は技術的基準編 2.1.5（3） 

表 2.1.11 又は 2.1.6（2）表 2.1.14 に該当する場合 

・崖面を擁壁で覆わない場合 

任意 □ 
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表 1.2.4 土石の堆積の許可申請に必要な書類 1/2 

No. 書類の名称 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 

原
本
の
要
否 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

書類 1 
土石の堆積に関する工事の

許可申請書 
◎ － － □ 

書類 2 許可申請のチェックリスト ◎ － － □ 

書類３ 
青森県収入証紙ちょう付用

紙 
◎ 

・青森県収入証紙を貼付 
要 □ 

書類 4 申請地及びその周辺の写真等 

 

4-1 申請地及びその周辺の写真 ◎ － － □ 

4-2 平面図 ◎ ・撮影位置、方向を明示した図面 － □ 

書類 5 同意者一覧表等 

 

5-1 同意者一覧表 ◎ － － □ 

5-2 
工事区域内の土地の地図証明

書（公図） 
◎ ・「地番、地目、所有者名、面積」を追記 要 □ 

5-3 土地の登記事項証明書 ◎ － 要 □ 

書類 6 土地使用同意書等 

 

6-1 土地使用同意書 ◎ ・申請者が全ての権利を有する土地については添付不要 要 □ 

6-2 印鑑登録証明書 ◎ ・上記書類に押印した印鑑に係るもの 要 □ 

書類 7 周辺住民への周知を行ったことを証する書類 

 

7-1 周知措置報告書 ◎ 
・周辺に住民がいない場合は、そのことを確認できる資料

を添付 
－ □ 

7-2 議事録及び出席者名簿 〇 ・説明会を開催した場合に添付 － □ 

7-3 位置図 〇 ・書面配布した場合に添付 － □ 

7-4 周知に使用した資料等 〇 ・配布資料、掲示物、Web ページなどの写しを添付 － □ 

7-5 周知状況の写真 ◎ 
・説明会開催状況、書面配布状況又は工事内容掲示状況の

写真を添付 
－ □ 
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表 1.2.5 土石の堆積の許可申請に必要な書類 2/2 

No. 書類の名称 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 

原
本
の
要
否 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

書類 8 工事主の資力及び信用に関する書類 

 

8-1 
工事主の資力及び信用に関する 

申告書 
◎ － － □ 

8-2 誓約書 ◎ － － □ 

8-3 法人登記事項証明書 〇 
⚫ 申請者が法人の場合 

・最新情報のものを添付 
要 □ 

8-4 直近 3 期の決算書類 〇 

⚫ 申請者が法人の場合 

・直近 3 期の各事業年度における決算書類 

（貸借対照表、損益計算書ほか）を添付 

－ □ 

8-5 納税証明書 ◎ 
・直近 3 年間の法人税または所得税の完納を確認 

できるものを添付 
要 □ 

8-6 

当該株主の有する株式の数又は

当該出資をしている者のなした

出資の金額が確認できる書類 

〇 

⚫ 申請者が法人の場合 

・発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又

は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当する出資をして

いる者に限る 

－ □ 

8-7 住民票の写し等 ◎ 

⚫ 申請者が法人の場合 

・役員の住民票の写し※1 を添付 

・株主等（株主又は出資者）の住民票の写し※1 を添付 

（株主等の住民票の写しは、発行済株式総数の 100 分の

5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5

以上の額に相当する出資をしている者に限る） 

要 □ 

⚫ 申請者が個人の場合 

・住民票の写し※1 を添付 

書類 9 資金計画書等（土石の堆積に関する工事） 

 9-1 資金計画書（土石の堆積に関す

る工事） 
◎ － － □ 

9-2 
残高証明書または融資を証明

する書類等 
◎ ・資金計画書の記載の内容と整合している 要 □ 

書類 10 工事施行者の工事完成能力を確認する資料 

 

10-1 
工事施行者の能力に関する申

告書 
◎ － － □ 

10-2 法人登記事項証明書 〇 ⚫ 申請者が法人の場合 要 □ 

10-3 住民票の写し等※1 〇 ⚫ 申請者が個人の場合   

10-4 

工事施行者が建設業法第 3 条第

1 項の規定による建設業の許可

を受けていることを証する書

類 

◎ 

・建設業法第 3 条第 1 項の許可を受けていることを証する

書類（建設業法による建設業の許可で有効期限内のもの）

の写しを添付 

・建設業の許可を有していない場合は、当該工事が軽微な

建設工事に該当することを証明する書類を添付 

－ □ 

書類 11 工程表 ◎ － 
－ □ 

書類 12 
その他知事が必要と認める

書類 
〇 

・事前協議または審査において必要と判断した場合に添付

を求めることがある 

－ □ 

書類 13 委任状 〇 ・代理人による申請の場合に添付 － □ 

※1 ：住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは個人番号カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所を確認できるこ

れらに類する書類 
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表 1.2.6 土石の堆積の許可申請に必要な設計図書 

No. 図面 

◎必須 

〇該当

あれば 

備考 縮尺 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

図面 1 位置図 ◎ － 
1/10,000 

以上 
□ 

図面 2 地形図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 3 求積図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 4 土地の平面図 ◎ － 
1/2,500 

以上 
□ 

図面 5 土地の断面図 ◎ － 
1/500 

以上 
□ 

図面 6 土石の崩壊防止措置の設計書 〇 
・堆積した土石の崩壊を防止するための措置 

（構台等）を講ずる場合に添付 
－ □ 

図面 7 土砂流出防止措置の設計書等 〇 
・土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置

（鋼矢板等）を講ずる場合に添付 
－ □ 
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第2章  申請書の審査 

申請書の記載内容に不備がないか確認します。 

2.1 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請書の記載内容の審査 

 省令第 7条、第 63条  

 国様式第二  

土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請書の記載内容を確認します。 

 

表 2.1.1 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請書の審査項目（1/2） 

番号 項目 審査内容 

1 宅地造成又は特定盛土

等に関する工事の許可

申請書 

（国様式第二） 

□ 宅地造成等工事規制区域の場合には『第 12 条第 1 項』に、特定盛土等規制区

域の場合には『第 30 条第 1 項』を〇で囲んでいるか（両区域にまたがる場合

はどちらも○で囲む） 

□ 申請年月日は記載されているか 

□ 「申請者」は、法人であるときは、当該法人の名称及び代表者の氏名が記入さ

れているか 

□ 「工事主住所氏名」は、法人であるときは工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員（代表者）住所氏名が記入されているか 

□ 「設計者住所氏名」について、法人であるときは当該法人の名称、所在地及び

代表者の氏名が記入されているか 

また、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名

の横に「〇」印が記入されているか 

□ 「工事施行者住所氏名」は、工事の請負契約の請負人または自ら工事をする者

について記載されているか（公共工事など入札後でなければ工事施行者が決定

しない場合は、「未定」とし、工事施行者決定後（工事着手前）に「工事の軽

微な変更届出書」を提出） 

□ 土地の所在地及び地番は記入されているか 

（地番が複数ある場合は、代表地番の後に「＋筆数」が記載されているか（同

意者一覧表及び公図と整合しているか確認する。また、無地番の場合、隣接す

る土地の地番に「（地先）」が追記されていることを確認する。） 

□ 代表地点（中心付近）の緯度経度は、世界測地系に従った現地計測や国土地理

院が公表している地理院地図で確認する（秒の値を小数点以下第１位まで記入

されているか確認する） 

□ 高さ、面積、土量、延長（寸法）の数値は、小数点以下第２位まで記入されて

いるか（小数点以下第３位切捨て） 

□ 「土地の面積」は下記の図 C（土地の面積）が記載されているか 

「盛土又は切土をする土地の面積」は、図 B（造成する面積）が記入されてい

るか 
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表 2.1.2 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請書の審査項目（2/2） 

番号 項目 審査内容 

1 宅地造成又は特定盛土

等に関する工事の許可

申請書 

（国様式第二） 

□ 「工事着手前の土地利用状況」は、宅地、農地等又は公共施設用地のうち該当

するものが記入されているか 

□ 「工事完了後の土地利用」は、完了後の具体的な土地利用の用途および建築物

等の建築の有無が記入されているか 

□ 「盛土のタイプ」について、該当する盛士のタイプすべてに「〇」印が記入さ

れているか 

・平地盛土：勾配 1/10 以下の平坦地において行われる盛土で谷埋め盛土に該

当しない盛土 

・腹付け盛土：勾配 1/10 超の傾斜地盤上において行われる盛土で谷埋め盛土

に該当しない盛土 

・谷埋め盛土：谷や沢を埋め立てて行う盛土 

□ 「土地の地形」は、渓流等への該当の有無のいずれかに「〇」印が記入されて

いるか 

□ 「盛土又は切土の高さ」は、行為によって生ずる最大標高差が記入されている

か（盛土と切士が混在する場合は、盛土と切土を行った後の地盤面で最も高い

標高と最も低い標高の差が最大標高差となる） 

□ 「擁壁」、「崖面崩壊防止施設」及び「排水施設」は、種別、規格毎に記載さ

れているか（欄が足りない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙が添付さ

れているか（別紙を確認する）、該当がなければ、「該当なし」と記載されて

いるか） 

□ 工事着手予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から○か月以内」と記入さ

れているか 

□ 工事完了予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から〇か月後」と記入され

ているか 

□ 工事期間は、工程表と整合しているか 

□ 「その他必要な事項」は、他の法令による許可（林地開発許可等）、認可等を

要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況が記入されているか 
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<申請者> 
法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及
び代表者の氏名を記入 

<工事主住所氏名> 
法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当
該法人の役員（代表者）住所氏名を記入 

<設計者住所氏名> 
法人であるときは当該法人の名称、所在地及
び代表者の氏名が記入されているか。また、資
格を有する者の設計によらなければならない工
事を含むときは、氏名の横に〇印 

<工事施行者住所氏名> 
公共工事など入札後でなければ工事施行者が
決定しない場合は「未定」とし、工事施行者決
定後（工事着手前）に「工事の軽微な変更
届出書」を提出 

<代表地点の緯度経度> 
代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従っ
て測量し、小数点以下第１位まで記入 

<土地の面積> 
図の C：土地の面積 を記入 
<盛土又は切土をする土地の面積> 
図の B：造成する面積 を記入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<工事着手前の土地利用状況> 
宅地、農地等又は公共施設用地のうち該当す
るものを記入 

<工事完了後の土地利用> 
宅地、農地等又は公共施設用地のうち該当す
るもの及び建築物等の建築の有無等の具体的
な内容を記入 

<盛土のタイプ> 
該当する盛土のタイプに〇印 
(1)平地盛土:勾配1/10以下の平坦地におい
て行われる盛土で谷埋め盛土に該当しない盛
土 
(2)腹付け盛土:勾配 1/10 超の傾斜地盤上
において行われる盛土で谷埋め盛土に該当しな
い盛土 
(3)谷埋め盛土:谷や沢を埋め立てて行う盛土 

<土地の地形> 
渓流等への該当の有無のいずれかに〇印 
·渓流等とは、山間部における河川の流水が継
続して存する土地その他の宅地造成又は特定
盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい
もの 
·具体的には、地形図等を用いて判読された渓
床勾配 10 度以上の一連の谷地形であり、そ
の底部の中心線からの距離が 25m 以内の範
囲を基本とする 

<面積、高さ、土量、延長（寸法）の数値> 
小数点以下第２位まで記入（小数点以下第
３位切捨て） 

<工事着手予定年月日> 
予定年月日又は「許可の日から○か月以内」と
記入 
 

<工事完了予定年月日> 
予定年月日又は「許可の日から○か月以内」と
記入 

宅造区域の場合には、第 12 条第 1項 、 
特盛区域の場合には、第 30 条第 1項 を〇で囲むこと 
（両区域にまたがる場合はどちらも〇で囲む） 

<その他必要な事項> 
宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可（林地開発許可等）、
認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入 
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2.2 土石の堆積の許可申請書の記載内容の審査 

 省令第 7条、第 63条  

 国様式第四  

土石の堆積の許可申請書の記載内容を確認します。 

 

表 2.2.1 土石の堆積の許可申請書の記載内容の審査項目（1/2） 

番号 項目 審査内容 

1 土石の堆積に関する工

事の許可申請書 

（国様式第四） 

□ 宅地造成等工事規制区域の場合には『第 12 条第 1 項』に、特定盛土等規制区

域の場合には『第 30 条第 1 項』を〇で囲んでいるか（両区域にまたがる場合

はどちらも○で囲む） 

□ 申請年月日は記載されているか 

□ 「申請者」は、法人であるときは、当該法人の名称及び代表者の氏名が記入さ

れているか 

□ 「工事主住所氏名」は、法人であるときは工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員（代表者）住所氏名が記入されているか 

□ 「工事施行者住所氏名」は、工事の請負契約の請負人または自ら工事をする者

について記載されているか（公共工事など入札後でなければ工事施行者が決定

しない場合は、「未定」とし、工事施行者決定後（工事着手前）に「工事の軽

微な変更届出書」を提出） 

□ 土地の所在地及び地番は、記入されているか 

（地番が複数ある場合は、代表地番の後に「＋筆数」が記載されているか（同

意者一覧表及び公図と整合しているか確認する。また、無地番の場合、隣接す

る土地の地番に「（地先）」が追記されていることを確認する。） 

□ 代表地点（中心付近）の緯度経度は、世界測地系に従った現地計測や国土地理

院が公表している地理院地図で確認する（秒の値を小数点以下第１位まで記入

されているか確認する） 

□ 高さ、面積、土量、最大勾配の数値は、小数点以下第２位まで記入されている

か（小数点以下第３位切捨て） 

□ 「土地の面積」は、下記の図 C（土地の面積）が記載されているか 

「土石の堆積を行う土地の面積」は、図 B（土石の堆積を行う土地の面積）が

記載されているか 

 

□ 「工事の目的」は、「ストックヤード運営事業」など具体的な目的が記入され

ているか 

特定の工事に付随し期間が限定されるものか、特定の工事に付随せず一定期間

運営するものか等について具体的に記載されているか確認する 

前者の場合は工事の期間についても記載されているか確認する 
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表 2.2.2 土石の堆積の許可申請書の記載内容の審査項目（2/2） 

番号 項目 審査内容 

1 土石の堆積に関する工

事の許可申請書 

（国様式第四） 

□ 「堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置」について、鋼矢板等

を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長

を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容が記入されているか 

（「別紙のとおり」と記載してある場合、別紙を確認する) 

□ 「工程の概要」は、工程のほか、年間の搬入量が記入されているか 

□ 工事着手予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から○か月以内」となって

いるか 

□ 工事完了予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から〇か月後」と記入され

ているか 

□ 工事期間は、工程表と整合しているか（工事の期間が 5 年以内であることを確

認する） 

□ 他の法令による許可（林地開発許可等）、認可等を要する場合においてのみ、

その許可、認可等の手続の状況が記入されているか 
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<申請者> 
法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及
び代表者の氏名を記入 

<工事主住所氏名> 
法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当
該法人の役員（代表者）住所氏名を記入 

<代表地点の緯度経度> 
代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従っ
て測量し、小数点以下第一位まで記入 

<工事施行者住所氏名> 
公共工事など入札後でなければ工事施行者が
決定しない場合は「未定」とし、工事施行者決
定後（工事着手前）に「工事の軽微な変更
届出書」を提出 

<土地の面積> 
図の C：土地の面積 を記入 
<盛土又は切土をする土地の面積> 
図の B：土石の堆積を行う土地の面積を記入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<工事の目的> 
·土石の出入りを頻繁に行うものや、一過性のも
の等の多様な形態が想定されることから、申請
時に工事の目的を把握 
·特定の工事に付随し期問が限定されるもの
か、特定の工事に付随せずー定期間運営する
ものか等について具体的に記載し、前者の場合
は工事の期問についても記載 

<面積、高さ、土量、最大勾配の数値> 
小数点以下第２位まで記入（小数点以下第
３位切捨て） 

<土砂の流出防止措置> 
鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等に
ついてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を記
入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の
内容を記入 

<土石の堆積の期間> 
·土石の堆積は、法 2条 4号において、一定期
問の経過後に当該土石を除却するものと規定 
·本来除却されるべき土石が放置され、危険な
盛土等となることを避けるため、土石の堆積の期
間は一定の期間に限定する必要 
·工程の概要等を踏まえ、申請された土石の堆
積の期間が適切であることを確認する際は、法
4条 1項において基礎調査をおおむね 5年ごと
に行うことと規定していることを踏まえ、許可の際
に工事の期間が 5年以内であること等を確認 

<工程の概要> 
土石の堆積がその目的に照らして適切な工程
であることを確認する観点から、工程の概要とし
て、年問の搬入量を記載 

<その他必要な事項> 
土石の堆積に関する工事を拖行することについ
て他の法令による許可（林地開発許可等）、
認可等を要する場合においてのみ、その許可、
認可等の手続の状況を記入 

宅造区域の場合には、第 12 条第 1項 、 
特盛区域の場合には、第 30 条第 1項 を〇で囲むこと 
（両区域にまたがる場合はどちらも〇で囲む） 
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第3章  添付書類の審査 

 参考様式  

3.1 申請手数料の確認 

青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例で定めている申請手数料分の青森県収入証紙が貼

付されていることを確認します。 

なお、土地の面積や工事の区分により申請手数料の金額は異なります（表 3.1.2）。 

 

表 3.1.1 申請手数料の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 青森県収入証紙ちょう

付用紙 

（参考様式） 

□ 工事の種類について、該当項目の□印に✓印が記載されているか 

□ 工事をする土地の所在地が記載されているか 

□ 工事をする土地の面積が記載されているか 

（※盛土等許可申請書 10 欄ロ、又は土石の堆積許可申請書 7 欄ロと一致して

いるか） 

□ ちょう付金額が、土地の面積および工事の区分に応じた相当額で記載されてい

るか 

□ 記載されたちょう付金額相当分の青森県収入証紙が貼付されているか 

（※裏面の貼付状況も確認すること） 

 

表 3.1.2 申請手数料一覧（注：秋田県での金額です） 

盛土等をする土地の面積 

工事の区分（いずれも当初） 

土地の形質の変更 

（盛土又は切土） 
土石の堆積 

500m2 以内のもの 16,000 円 11,000 円 

500 m2 を超え、1,000 m2 以内のもの 27,000 円 13,000 円 

1,000 m2 を超え、2,000 m2 以内のもの 39,000 円 16,000 円 

2,000 m2 を超え、3,000 m2 以内のもの 57,000 円 19,000 円 

3,000 m2 を超え、5,000 m2 以内のもの 72,000 円 28,000 円 

5,000 m2 を超え、10,000 m2 以内のもの 96,000 円 31,000 円 

10,000 m2 を超え、20,000 m2 以内のもの 150,000 円 38,000 円 

20,000 m2 を超え、40,000 m2 以内のもの 230,000 円 52,000 円 

40,000 m2 を超え、70,000 m2 以内のもの 370,000 円 72,000 円 

70,000 m2 を超え、100,000 m2 以内のもの 530,000 円 100,000 円 

100,000 m2 を超えるもの 690,000 円 130,000 円 
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3.2 設計者の資格に関する申告書の審査 

 法第 13条第 2項  

 県様式第 2号  

次のいずれかに該当する工事の場合、設計者が政令で定める資格を有していることを確認します。 

ア 高さが 5ｍを超える擁壁の設置 

イ 盛土又は切土を行う土地の面積が 1,500 ㎡を超える場合における排水施設の設置 

 

設計者の資格及び資格を証明する書類を表 3.2.1 に、審査項目を表 3.2.2 に示します。 

 

表 3.2.1 設計者の資格及び資格を証明する書類 

政令 設計者の資格 設計者の資格を証する書類 

（政令第 22 条第 1 号） 大学の土木・建築課程を卒業後、2 年以上の実務

経験を有する者 

・卒業証明書 

・設計者の資格に関する申告書 

（政令第 22 条第 2 号） 短期大学（3 年制）の土木・建築課程を卒業後、

3 年以上の実務経験を有する者 

（政令第 22 条第 3 号） 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校の土木・

建築課程を卒業後、4 年以上の実務経験を有する

者 

（政令第 22 条第 4 号） 高等学校、旧制中学校の土木・建築課程を卒業

後、7 年以上の実務経験を有する者 

（政令第 22 条第 5 号） 土木・建築の技術に関し、10 年以上の実務経験

を有する者で、国土交通大臣の認定する講習を修

了した者 

・宅地造成技術講習会修了証書 

・設計者の資格に関する申告書 

大学院等で土木・建築関係を 1 年以上専攻した

後、1 年以上の実務経験を有する者 

・大学院に 1 年以上在学したことの 

証明書 

・設計者の資格に関する申告書 

技術士（建設部門、農業部門（選択科目「農業農

村工学」に限る）、森林部門（選択科目「森林土

木」に限る）、水産部門（選択科目「水産土木」

に限る）など） 

・技術士登録証等証明書 

・設計者の資格に関する申告書 

一級建築士 ・一級建築士免許証明書 

・設計者の資格に関する申告書 
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表 3.2.2 設計者の資格に関する審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 設計者の資格に関する

申告書 

（県様式第 2 号） 

□ 資格者による設計が必要な要件に該当しているか 

□ 該当する資格の□印に✓印が記載されているか 

●政令第 22 条第 1 項第 1～4 号に該当する場合 

□ 卒業証明書が添付されているか 

□ 卒業証明書の内容が 2 欄の記載内容と一致しているか 

●政令第 22 条第 1 項第 5 号に該当する場合 

□ 資格免許等が添付されているか 

□ 資格免許等の記載内容が 3 欄の記載内容と一致しているか 

□ 実務経歴の場合、大学院に 1 年以上在学したことの証明書が添付されて

いるか 

□ 上記に加え、4 欄にその後 1 年以上の実務経歴が記載されているか 

2 卒業／修了／免許等を

証する書類 

□ 政令第 22 条に掲げる資格を証明する書類の写しが添付されているか 

・卒業証明書 

・宅地造成技術講習会修了証書 

・大学院に 1 年以上在学したことを証明する書類 

（※該当する場合は、4 欄に 1 年以上の実務経歴が記載されているか確認） 

・技術士登録証等証明書 

・一級建築士免許証明書 
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3.3 申請地及びその周辺の写真等の確認 

 省令第 7条第 1項第 6号  

工事を行う土地及びその周辺の状況が分かる写真を確認します。 

申請地及びその周辺の写真に関する審査項目を表 3.3.1 に示します。 

 

 

表 3.3.1 申請地及びその周辺の写真に関する審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 申請地及びその周辺の

写真 

□ 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真が添

付されているか 

□ 工事着手前の土地利用状況が判断できる写真であるか 

□ 盛土のタイプ（地盤勾配）、渓流等への該当性を確認できる程度の写真となっ

ているか 

2 平面図 □ 写真の撮影位置、方向が分かるように記載されているか 

□ 許可申請区域境界を赤書きで記載されているか 
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3.4 同意者一覧表等の確認 

 法第 12条第 2項  

 県様式第 3号、県様式第 4号  

盛土等に関する工事の施行に係る土地について、土地の所有者及び使用等を目的とするすべての権利

者から同意を得ていること確認します。 

土地所有者等の同意の確認に係る書類及び添付資料の審査項目を表 3.4.1 に示します。 

 

表 3.4.1 土地所有者等の同意の確認に係る書類及び添付資料の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 同意者一覧表 

（県様式第 3 号） 

□ 地役権や地上権等、所有権以外の権利者も記入されているか 

□ 申請者が権利者の場合は「申請人」と記入されているか 

□ 共有名義は、全権利者とその持ち分を摘要欄に記入されているか 

□ 一部区域の場合は、摘要欄にその旨記入されているか 

□ 公図、土地の登記事項証明書及び土地使用同意書と整合しているか 

※無地番で所在地が明記できない場合、隣接する土地の地番に「（地先）」と記載

しているか確認する 

2 工事区域内の土地の地

図証明書（公図） 

 

□ 地番、地目、所有者名、面積が追記されているか（隣接地も含む） 

□ 法務局発行印のある原本が添付されているか（原本確認後、返却） 

3 土地の登記事項証明書 □ 法務局発行印のある原本が添付されているか 

4 土地使用同意書 

（県様式第 4 号） 

□ 申請者以外の権利者の同意書が揃っているか 

□ 同意の日付が記入されているか 

□ 権利者が押印したものとなっているか（印鑑登録証明書と照合） 

□ 「権利の種別」は土地の登記事項証明書に記載の所有権、地上権、質権（当該

土地を占有する不動産質権者に限る）、賃借権、使用賃借権、使用収益権（永

小作権、地役権）と整合しているか 

5 印鑑登録証明書 □ 土地使用同意書に押印した印鑑の登録証明書（原本）が添付されているか 

※法定外公共物等、土地所有者が公共機関である場合は「申請者が土地の貸付け等に関する協議を開始している旨の当該

公共機関の交付する証明」をもって、同意が得られているものとなります。 
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3.5 周辺住民への周知の確認 

 法第 11条  

 県様式第 5号 

工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、工事の内容を周知させるために必要な措置を講じて

いることを確認します。盛土等の区分によって、周知を行う範囲が異なります。 

なお、渓流等の災害が生じるおそれが特に大きい土地 （表 3.5.1 参照）で 15ｍを超える盛土をする場

合は、説明会の開催が必須です。 

周辺措置報告書に係る書類等の審査項目を表 3.5.2 に示します。 

 

表 3.5.1 説明会の開催が必須となる要件（渓流等） 

番号 該当区分 内容 

1 山間部における河川の流水が継続して存する土地 山間地に位置し、常時又は季節的に河川の流水が存在す

る土地 

2 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の

状況が、1 の土地に類する状況を呈している土地 

河川として明瞭ではないが、地形・植生・地表状況から 

降雨時等に地表水の流路になっていることを判別でき

る土地 

3 上記 1、2 の土地及びその周辺の土地の地形から想

定される集水地域にあって、雨水その他の地表水が

集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

集水地形等により、雨水や地表水が集中しやすい、又は

地下水の湧出が想定される土地 

 

表 3.5.2 周知措置報告書に係る書類及び添付資料の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 周知措置報告書 

（県様式第 5 号） 

□ 周知の方法にチェックが入っているか 

□ 渓流等で 15ｍを超える盛土の場合、周知方法は説明会の開催となっているか 

●説明会の開催 

□ 開催日時が記載されているか（3 欄） 

□ 開催場所が記載されているか（4 欄） 

□ 参加者数が記載されているか（5 欄） 

●書面の配布 

□ 配布日が記載されているか（3 欄） 

□ 配布範囲が記載されているか（6 欄）（表 3.5.3 参照） 

●掲示版及びウェブページへの掲載 

□ 掲示期間が記載されているか（3 欄） 

□ 掲示場所が記載されているか（7 欄） 

2 議事録及び出席者名簿 □ 説明会を開催した場合、議事録及び出席者名簿が添付されているか 

３ 位置図 □ 住民へ書面を配布した場合、配布範囲を明記した位置図が添付されているか 

（表 3.5.3 参照） 

4 周知に使用した資料等 □ 周知に使用した資料、書面、掲示物、web ページなどの写しの添付はあるか 

5 周知状況の写真 

 

□ 説明会開催の状況を確認できる写真が添付されているか（説明会開催の場合） 

□ 書面配布の状況を確認できる写真が添付されているか（書面配布の場合） 

□ 工事内容掲示の状況を確認できる写真が添付されているか（掲示板及び Web ペ

ージへの掲載の場合） 

6 周辺に住民がいない場

合の確認資料 

□ 周辺に住民がいない場合は、そのことを確認できる資料が添付されているか 
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表 3.5.3 住民への周知を行う範囲 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲 参考図 

・平地盛土 

・切土 

・土石の堆積 

・盛土等（切土）の境界 

（法尻）から盛土等 

（切土）の最大高さ h 

に対して水平距離 2h 

以内の範囲 

（※参考図 L の範囲） 

を含む自治会等の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・腹付け盛土 

・盛土のり肩までの高さ h 

に対して盛土のり肩から 

下方の水平距離 5h 以内 

の範囲 

（※参考図 I の範囲） 

を含む自治会等の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

・渓流等における盛土 

・谷埋め盛土 

・腹付け盛土のうち、 

参考図の範囲に渓流等の 

渓床が存在するもの 

・下流の渓床勾配が 2 度 

以上の範囲 

を含む自治会等の範囲 

 

  

盛土 

盛土 

盛土 
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3.6 工事主の資力及び信用に関する申告書の確認 

 法第 12条第 2項  

 県様式第 6号、県様式第 8号  

工事主に工事を行うための資力及び信用があることを確認します。 

工事主の資力及び信用に関する申告書の審査項目を表 3.6.1 に示します。 

 

表 3.6.1 工事主の資力及び信用に関する申告書の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 工事主の資力及び信用

に関する申告書 

（県様式第 6 号） 

□ 各欄に必要事項が記入されているか 

2 誓約書 

（県様式第 8 号） 

□ 申請者の住所、氏名が記載されているか 

□ 申請者が法人の場合、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名が記入

されているか 

3 法人登記事項証明書 （申請者が法人の場合） 

□ 書類は最新情報のものであるか 

□ 申告書の申告者、1、2、4、5 及び 7 欄に記載の内容と一致するか 

□ 誓約書の申請者に記載の内容と一致しているか 

4 直近 3 期の決算書類 （申請者が法人の場合） 

□ 直近 3 期の各事業年度における決算書類（貸借対照表、損益計算書ほか）が添

付されているか 

□ 前年度事業量は 3 欄に記載の内容と一致するか 

5 納税証明書 （申請者が法人の場合） 

□ 直近 3 年間の法人税の完納が分かる納税証明書の原本が添付されているか 

□ 申告書の 6 欄に記載の金額と一致するか 

（申請者が個人の場合） 

□ 直近 3 年の所得税の完納が分かる納税証明書の原本を添付されているか 

□ 申告書の 6 欄に記載の金額と一致するか 

6 当該株主の有する株式

の数又は当該出資をし

ている者のなした出資

の金額が確認できる書

類 

□ 当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が

確認できる書類が添付されているか※1 

□ 申告書の 8 欄に記載の内容と一致するか 

 

7 住民票の写し等※2 （申請者が法人の場合） 

□ 役員の住民票の写し、株主等（株主又は出資者）※1 の住民票の写しが添付され

ているか 

□ 申告書の 7 欄及び 8 欄に記載の内容と一致するか 

（申請者が個人の場合） 

□ 住民票の写しが添付されているか 

□ 申告書の申告者欄に記載の内容と一致するか 

※1：発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当する出資をして 

いる者に限る。 

※2：住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは個人番号カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所を 

確認できるこれらに類する書類 
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3.7 資金計画書の確認 

 省令第 7条第 1項  

 国様式第三・第五  

工事を行うための資金計画書を確認します。 

資金計画書の審査項目を表 3.7.1 に示します。 

 

表 3.7.1 資金計画書の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 資金計画書（宅地造成又は

特定盛土等に関する工事） 

（国様式第三） 

□ 各欄に必要事項が記入されているか 

□ 収入と支出の金額が整合しているか 

□ 収支計画と年度別資金計画書の金額が整合しているか 

□ 収支計画について、年度をまたがる場合は各年度に分けて資金計画を記入 

されているか 

□ 処分収入等が過当に見積もられていないか 

資金計画書（土石の堆積に

関する工事） 

（国様式第五） 

2 残高証明書または融資を

証する書類等 

□ 資金計画書の記載の内容と整合しているか 
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3.8 工事施行者の能力に関する申告書 

 法第 12条第 2項  

 県様式第 7号  

工事施行者が工事を完成するための能力を有していることを確認します。 

工事施行者の能力に関する申告書の審査項目を表 3.8.1 に示します。 

 

表 3.8.1 工事施行者の能力に関する申告書の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 工事施行者の能力に関

する申告書 

（県様式第 7 号） 

□ 各欄に必要事項が記入されているか 

（工事施行者が個人である場合は、関連する項目のみでよい） 

□ 「建設業法による建築業の許可」の欄には、宅地建物取引業法による宅地建物

取引業者の免許、建築士法による建築士事務所の登録、建設業法による建設業

者の登録等について記載されているか 

2 法人登記事項証明書 （工事施行者が法人の場合） 

□ 法人登記事項証明書は最新情報のものであるか 

3 住民票の写し等 （工事施行者が個人の場合） 

□ 住民票等の写し等※1 が添付されているか 

4 工事施行者が建設業法

第 3 条第 1 項の規定に

よる建設業の許可を受

けていることを証する

書類 

□ 建設業法第 3 条第 1 項の許可を受けていることを証する書類（建設業許可証明

書などで有効期限内のもの）の写しであるか 

□ 建設業の許可を有していない場合は、当該工事が軽微な建設工事に該当するこ

とを証明する書類が添付されているか 

※1 ：住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは個人番号カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所を確

認できるこれらに類する書類 
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3.9 工程表 

工事の工程の確認をします。 

工事の工程表の審査項目を表 3.9.1 に示します。 

 

 

表 3.9.1 工程表の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1 工程表 □ 工事期間及び内容は申請書の記載内容と整合しているか 
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第4章  設計図書の審査 

4.1 土地の形質の変更（盛土又は切土）の許可申請に必要な設計図書の審査  

4.1.1 位置図の審査 

位置図の記載について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.1 位置図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1-1 縮尺 □ 1/10,000 以上の縮尺となっているか 

1-2 方位 □ 方位が記載されているか 

1-3 道路等 □ 道路及び目標となる地物が明示されているか 

 

 

  

1-1 

1-2 

1-3 

図面 1 
（位置図） 
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4.1.2 地形図の審査 

地形図の記載について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.2 地形図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

2-1 縮尺 □ 1/2,500 以上の縮尺となっているか 

2-2 方位 □ 方位が記載されているか 

2-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

2-4 等高線 □ 2m の標高差を示す等高線が明示されているか 

 

 

  

2-2 

2-1 

2-3 

図面 2 
（地形図） 

2-4 
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4.1.3 求積図の審査 

求積図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.3 求積図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

3-1 縮尺 □ 1/2,500 以上の縮尺となっているか 

3-2 方位 □ 方位が記載されているか 

3-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

3-4 盛土又は切土の部分 □ 盛土は淡緑色、切土は淡橙色で着色されているか 

3-5 土地の全面積 □ 土地の全面積が記載されているか 

□ 面積は現地調査に基づき三斜等により算出し、小数点以下第 2 位まで表示され

ているか 

□ 申請書 5 欄の土地の面積と一致しているか（※小数点第３位以下を切り捨て） 

3-6 盛土又は切土をする土

地の面積 

□ 盛土又は切土をする土地の面積が記載されているか 

□ 面積は現地調査に基づき三斜等により算出し、小数点以下第 2 位まで表示され

ているか 

□ 申請書 10 欄ロの盛土又は切土をする土地の面積と一致しているか（※小数点

第３位以下を切り捨て） 

3-7 数字の整合性 □ 求積図に記載されている数字と求積表の数字について、整合性がとれているか 

 

 

 

  

           

3-2 

3-1 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

図面 3 
（求積図） 

3-7 
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4.1.4 土地の平面図の審査 

土地の平面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.4 土地の平面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

4-1 縮尺 □ 縮尺は 1/2,500 以上のものを用いているか 

4-2 方位 □ 方位が記載されているか 

4-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

4-4 盛土又は切土の部分 □ 盛土は淡緑色、切土は淡橙色で着色されているか 

4-5 崖、擁壁、崖面崩壊防止

施設の位置 

□ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設の位置が記されているか 

□ 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付されているか 

□ 擁壁、崖面崩壊防止施設は申請書と照合できるように番号を付されているか 

4-6 排水施設の位置 □ 排水施設の位置が記されているか 

□ 申請書と照合できるように番号を付されているか 

4-7 地滑り防止ぐい又はグ

ランドアンカーその他

の土留めの位置 

□ 地滑り防止ぐい又はグランドアンカーその他の土留めの位置が記されているか 

4-8 断面線の位置 □ 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号が付されているか 

 

 

  

4-2 

4-1 

4-3 

4-4 

4-6 

4-8 

図面 4 
（土地の平面図） 

地滑り防止ぐい又はグランドアンカーその他
の土留めが設置がある場合は位置を確認 4-7 

・崖面が擁壁や崖面崩壊防止措置でおおわれていることを確認 
・植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合はその旨（土地

利用等）記載してあるか確認 

4-5 
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4.1.5 土地の断面図の審査 

土地の断面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.5 土地の断面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

5-1 縮尺 □ 1/2,500 以上の縮尺となっているか 

5-2 測線番号 □ 測線番号（平面図の断面線記号）が記載されているか 

5-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

5-4 盛土又は切土の部分 □ 盛土は淡緑色、切土は淡橙色で着色されているか 

5-5 盛土又は切土をする前

後の地盤面 

□ 現況線を細線、計画線を太線で表示されているか 

5-6 現地盤面の段切りの位

置および形状 

□ 現地盤面の段切りの位置および形状が記載されているか 

□ 盛土をする前の地盤面（原地盤面）の勾配が 15 度（約 1：4.0）程度以上の傾

斜地に盛土をする場合は、次の内容が記載されているか 

・段切り（高さ 0.5m 以上、幅 1.0m 以上）が明示されているか 

・段切面の排水処理は、法尻方向に向かって 3～5％程度の排水勾配を設けてい

るか 

□ 谷地形等で地下水位が高い場所では、勾配にかかわらず段切りが明示されてい

るか 

5-7 盛土の敷均し・締固め □ 盛土の敷均しと締固め方法について明示されているか 

・敷均し厚さは概ね 30cm 以下となっているか 

・各層ごとにローラー等の建設機械を用いて締固めを行うとされているか 

・敷均しは水平薄層施工となっているか（高まき施工を行わない） 

5-8 崖、擁壁、崖面崩壊防止

施設の位置 

□ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設の位置が記されているか 
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崖面が擁壁でおおわれているか 
擁壁構造確認（例：無筋コンクリート造） 

 

 

 

5-1 

5-4 

5-2 

5-6 

図面 5 
（土地の断面図） 

5-5 

5-3 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-7 

盛土材料（種類・形状）：粒度調整砕石 
盛土層厚（敷均し厚さ）：1層 20ｃｍ 
締固め方法： 
 ・施工機械   ：振動ローラー（10t 級） 
   ・回数  ：4回以上/層 
   ・速度 ：2～4km/h 
   ・方向 ：盛土中央から外側へ順次転圧 
   ・重複幅 ：ローラー幅の 1/3 以上 
施工順序： 
  基盤整正→20cm敷均し→転圧 

→各層の品質管理→仕上整形 
品質管理： 
 締固め度：90%以上（JIS A 1210） 

・段切り（高さ 0.5m 以上、幅 1.0m 以上）が明示され
ているか確認 
・段切面の排水処理は、法尻方向に向かって 3～5％程度
の排水勾配を設けているか確認 

5-6 
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4.1.6 排水施設の平面図の審査 

排水施設の平面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.6 排水施設の平面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

6-1 縮尺 □ 1/500 以上の縮尺となっているか 

6-2 方位 □ 方位が記載されているか 

6-3 排水区域の区域界 □ 排水区域の区域界が朱書きで明示されているか 

6-4 排水施設の設置箇所 □ 排水施設の位置は記載されているか 

□ 次に掲げる箇所において排水施設が設置されているか 

①盛土のり面及び切土のり面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われたものを含

む）の下端 

②のり面周辺から流入し又はのり面を流下する地表水等を処理するために必要

な箇所 

③道路又は道路となるべき土地の両側及び交差部 

④湧水又は湧水の恐れがある箇所 

⑤盛土が施工される箇所の地盤で地表水の集中する流路又は湧水箇所 

⑥渓流等の地表水や地下水が流入する箇所 

⑦排水施設が集水した地表水等を支障なく排水するために必要な箇所 

⑧その他、地表水等を速やかに排除する必要のある箇所 

6-5 排水施設の構造 □ 排水施設の種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐出口の

位置について記載されているか 

□ 排水施設の構造が明示されているか 

□ 堅固で耐久性の有する構造となっているか 

□ 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料を使用し、漏水を最小

限度にする措置を講じられているか 

□ 管渠の勾配及び断面積は流量計算により求められているか 

□ 暗渠構造の部分には、ます又はマンホールが下記の場所で設置されてい

るか 

・管渠が始まる場所 

・排水の流下方向又は勾配が著しく変化する箇所 

・環境の内径又は内のり幅の 120 倍を超えない範囲の長さごとの管渠の

部分のその清掃上適当な場所 

□ ます又はマンホールにはふたが設置されているか 

□ ますの底には深さ 150mm 以上の泥だめが設置されているか 

□ 公共用に供する排水施設の設置場所は維持管理上支障のない場所である

か 

□ 公共用に供する排水施設の暗渠の内径又は内のり幅は 20cm 以上である

か 

6-6 放流先の名称 □ 排水施設の放流先の名称は記載されているか 

6-7 添付図書 □ 該当箇所がある場合、次の図書が添付されているか 

・表面排水施設平面図 

・地下水排水施設構造図 

・排水施設構造図 

・流域図及び流量計算書 
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【別添資料（排水施設構造図）】 

  

排水施設の勾配を確認 

 
排水施設が設置されているか 
（地表水・地下水による崖崩れ・土砂流出のおそれがあるとき） 

排水施設は、暗渠構造部分の以下の箇所にます・マンホールが設けられているか確認 
・管渠の始まる場所 

・排水流路の方向・勾配が著しく変化する場所 

・管渠の内径・内法幅の 120倍を超えない範囲内の長さごとの清掃上適切な箇所 

 
ます・マンホールの設置 

崖の反対方向に地表水が
流れる勾配になっているか 

排水施設が堅固で耐久性を有
する構造になっていることを確認 

ます・マンホールに蓋が設
けられていることを確認 

ますの底に 15cm 以上の
泥だめが設けられているか
確認 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

図面 6 
（排水施設の平面図） 

図面 6 
（参考） 

6-5 

6-5 

6-5 

6-6 

6-5 

6-5 

6-5 
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排水施設が耐久性の材料で漏水を最小限
度とする措置が講ぜられているか確認 

排水施設が耐久性の材料で漏
水を最小限度とする措置が講ぜ
られているか確認 

図面 6 
（参考） 

図面 6 
（参考） 

6-5 

6-5 

ます・マンホールに蓋が設
けられていることを確認 6-5 
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【別添資料（流量計算書）】 

 

 

 

  

排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、排除すべき地表
水・地下水を支障なく流下させることができるものとなっているか 

降雨強度は地域に合わせた青森県降雨
強度式を用いているか 

管渠の勾配及び断面積は排水の構
造図、平面図と確認する 6-7 

6-5、6-7 
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4.1.7 崖の断面図の審査 

崖の断面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.7 崖の断面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

7-1 縮尺 □ 1/50 以上の縮尺となっているか 

7-2 崖の高さ、勾配 □ 崖の高さ、勾配が記載されているか 

7-3 土質 □ 土質（土質の種類が 2 以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）

が記載されているか 

（擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない） 

7-4 盛土又は切土をする前

の地盤面 

□ 盛土又は切土をする前の地盤面（細線で表示）が明示されているか 

7-5 

 

崖面の保護の方法 □ 崖面保護の方法が明示されているか 

□ 擁壁又は崖面崩壊防止施設でおおわれていない崖面（擁壁の設置を要しない切

土のり面）について、風化等の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モ

ルタル吹付等の措置を講じているか 

7-6 崖面の上端の処理 □ 崖の上端に続く土地の地盤面には、その崖と反対方向に雨水等の地表水が流れ

るように勾配を付しているか 

7-7 擁壁の設置 □ 崖が生じた場合、擁壁を設置しているか 

・盛土をした土地の部分に生じる高さが 1m を超える「崖」 

・切土をした土地の部分に生じる高さが 2m を超える「崖」 

・盛土と切土を同時にした部分に生じる高さが 2m を超える「崖」 

□ 擁壁等の設置を要さない下表に該当する切土のり面の場合、地質調査等の結果

があるか 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 排水施設（盛土） □ 基盤排水層は計画されているか 

・厚さ 0.5m で透水性の高い材料を用いているか 

・のり尻からのり肩の水平距離の 1/2 の範囲及び谷底部を包括して計画されて

いるか 

・小段高さの 1/2 以上の範囲となっているか 

□ 水平排水層は盛土のり面の小段ごとに設置されているか 

・厚さ 0.3m 以上で透水性の高い材料を用いているか 

・5～6％程度の排水勾配であるか 

・小段高さの 1/2 以上の範囲となっているか 

7-9 小段の設置 □ のり高 5m ごとに幅 1.5m 以上の小段が設けられているか 

（盛土高が高さ 15m を超える場合には、高さ 15m ごとに 3～5m 以上の幅広の

小段が設けられているか） 

□ 小段は下段ののり面と反対方向に 5％程度の下り勾配を設けられているか 
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7-1 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 
崖の反対方向に排水勾
配がなされているか 

7-7 

水抜き穴は擁壁の面積3m2以内ごとに少な
くとも 1 個（内径 7.5cm 以上）あるか、耐
久性の材料を用いているか 

8-8 

 
擁壁裏面の水抜き穴の周辺
等に砂利等の資材を用いて
透水層を設けているか 

8-6 

  〇〇〇〇〇

5.0%1.0%

地下水 排水管
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5
0
0
0

  〇〇〇〇〇
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5
0
0

3
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0

砕石

砕石
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1500
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4.1.8 擁壁の断面図の審査 

擁壁（義務設置擁壁又は高さが 2m を超える任意設置擁壁）の断面図について、次の項目を確認し

ます。 

 

表 4.1.8 擁壁の断面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

8-1 縮尺 □ 1/50 以上の縮尺となっているか 

8-2 擁壁の寸法及び勾配 □ 擁壁の寸法及び勾配は記載されているか 

8-3 擁壁の材料の種類及び

寸法 

□ 擁壁の材料の種類及び寸法は記載されているか 

8-4 裏込めコンクリート □ 裏込めコンクリートの寸法は記載されてるか 

8-5 擁壁の形式構造 □ 設置する擁壁の形式構造が次のいずれかになっているか 

・鉄筋コンクリート造 

・無筋コンクリート造 

・練積み造 

・大臣認定擁壁 

8-6 透水層の位置及び寸法 □ 透水層の位置及び寸法は記載されているか 

8-7 擁壁を設置する前後の

地盤面 

□ 擁壁を設置する前後の地盤面（現況線を細線、計画線を太線で表示）が記載さ

れているか 

8-8 水抜き穴 □ 水抜き穴の寸法（内径 75 ㎜以上）及び間隔（1 箇所/3 ㎡）が記載されているか 

8-9 基礎地盤の土質 □ 基礎地盤の土質は記載されているか 

8-10 基礎ぐいの位置、材料及

び寸法 

□ 基礎ぐいの位置、材料及び寸法が明記されているか 

8-11 許可申請区域界の表示

と擁壁の位置 

□ 許可申請区域界が明記されているか（区域界に擁壁を築造する場合） 

□ 擁壁（基礎を含む）が許可申請区域外にはみだしていないか 

8-12 崖面の上端の処理 □ 崖の上端に続く土地の地盤面には、その崖と反対方向に雨水等の地表水が流れ

るように勾配を付しているか 

8-13 隅角部の処理 □ 隅角部において、隅角を挟む二等辺三角形の部分をコンクリートで補強されて

いるか 

□ 二等辺三角形の一辺の⾧さは擁壁の高さ 3m 以下で 50cm、3m を超えるものは

60cm 以下となっているか 

8-14 鉄筋コンクリート造擁

壁の場合 

 

□ 主筋の継手の重ね長さは主筋の径の 25 倍以上としているか 

（主筋の継手を引張力の最も小さい部分に設けることができない場合は主筋の

40 倍以上としているか） 

□ 主筋はコンクリートの引張側に配置しているか 

□ 組立鉄筋を用心鉄筋より擁壁の表面側に配置しているか 

□ 主筋は最も表面近くに配置し、最大配置間隔は 30cm 以下となっているか 

□ 配力鉄筋、用心鉄筋の最大配置間隔は 40cm 以下となっているか 

□ 鉄筋のかぶりは、鉛直壁で 4cm 以上、底版では 6cm 以上としているか 
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番号 項目 審査内容 

8-15 練積み造擁壁の場合 □ 練積み造擁壁の場合、次の基準に適合しているか 

●練積み造擁壁 

□ 勾配、高さ、下端部分の厚さ及び根入れが、崖の土質に応じ、次の基準

（政令別表第 4 に定める基準（「技術的基準編 3.3 練積み造擁壁」の表

3.3.1 を参照））に適合しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 擁壁の上端の厚さが 40cm 以上もしくは 70cm 以上（擁壁の設置される

地盤の土質が、第 1 種（岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂）、第 2 種（真

砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの）に該当しない

場合）となっているか 

□ 擁壁の地上高さは 5m 以内となっているか 

□ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁には、鉄筋コンクリー

ト造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全であ

る基礎を設けているか 

□ 崖の状況等により、はらみ出しその他の破壊のおそれがある場合には、

適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等の措置を講じてい

るか 

□ 石材等の組積材は、控え⾧さを 30cm 以上とし、コンクリートを用いて

一体の擁壁としているか 

8-14 大臣認定擁壁の場合 □ 大臣認定擁壁の場合、認定条件を満たしていることを確認できる書類が添付さ

れているか（「大臣認定擁壁認定書等の審査（4.1.12（2））」参照 
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8-2 
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8-3 

8-4 

8-5 

8-6 

8-7 

8-9 

8-8 

図面 8 
（擁壁の断面図） 

基礎ぐいがある場合、位置、材
料、寸法の記載があるか 8-10 

8-11 

許
可
申
請
区
域

 

8-12 

8-15 

8-15 

コンクリート

裏 め砕石  C 40

水抜き管    75 1本/3m2

 透水層コンクリート（  350 t 50）

基礎コンクリート

基礎砕石  C 40

主筋  250
（1本もの）
配筋  250

250 300

100

1
0
0

2
5
0

2
0
0
1
0
0

 
入
れ

 
え
高

高
さ

2
0
0

1
0
0

100

底 幅 100

底 幅

  擁壁
S 1:25

  目地の位置
 は2.0m以上、かつ擁壁の え高以上

40・ 40・ 
25・ 以上

  部 強 筋

  目地
（t 20）

4
0
・
  

 
 

擁壁の え高   3.00m以下   500mm
擁壁の え高   3.00m超   600mm

  擁壁   部 強図

8-14 

8-13 
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4.1.9 擁壁の背面図の審査 

擁壁（義務設置擁壁又は高さが 2m を超える任意設置擁壁）の背面図について、次の項目を確認し

ます。 

 

表 4.1.9 擁壁の背面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

9-1 縮尺 □ 1/50 以上の縮尺となっているか 

9-2 擁壁の高さ □ 擁壁の高さが記載されているか 

9-3 水抜き穴 □ 水抜き穴の位置、材料、内径、寸法、間隔が明記されているか 

□ 水抜き穴は内径 75mm 以上となっているか 

□ 壁面 3m2 当り 1 箇所以上千鳥状に設けられているか 

□ 水抜き穴の裏側には、目詰まりや埋め戻し土砂が流出しないように、粗

目の割栗石を配置しているか 

9-4 透水層 □ 透水層の位置及び寸法は明記されているか 

9-5 伸縮目地 □ 伸縮目地が以下に示す箇所に設置されているか 

・擁壁長さ 20m 以内ごと 

・地盤の変化する箇所 

・擁壁の高さが著しく異なる箇所 

・擁壁の材料、構法が異なる箇所 

（擁壁の屈曲部においては、擁壁の高さの分だけ避けて設置されているか） 
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11001800   1800 10800

プ    ト  擁壁
  13700

 
 
目
地
（
1
0
m
m
）

水抜き イプ 11

擁壁構造図
S 1:50

5
0
0

1
5
0
0

均しコンクリート

基礎砕石  C 40

止水コンクリート
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図面 9 
（擁壁の背面図） 
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4.1.10 崖面崩壊防止施設の断面図の審査 

崖面崩壊防止施設の断面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.10 崖面崩壊防止施設の断面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

10-1 縮尺 □ 1/50 以上の縮尺となっているか 

10-2 寸法及び勾配 □ 崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配が記載されているか 

10-3 材料の種類及び寸法 □ 崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法が記載されているか 

10-4 崖面崩壊防止施設を設

置する前後の地盤面 

□ 崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面（現況線を細線、計画線を太線で表

示）が記載されているか 

10-5 基礎地盤の土質 □ 基礎地盤の土質は記載されているか 

10-6 透水層の位置及び寸法 □ 透水層の位置及び寸法は記載されているか 

 

 

 

  

     タイルを用いた 強土壁工
断面図 S 1:〇〇

  層

砂 層

 性土層

10-2 
 

10-1 
 

10-3 
 

10-4 
 

10-6 
 

10-6 
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4.1.11 崖面崩壊防止施設の背面図の審査 

崖面崩壊防止施設の背面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.11 崖面崩壊防止施設の背面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

11-1 縮尺 □ 1/50 以上の縮尺を用いているか 

11-2 寸法 □ 崖面崩壊防止施設の寸法が記載されているか 

11-3 水抜き穴 □ 水抜き穴の位置及び寸法は記載されているか 

11-4 透水層 □ 透水層の位置及び寸法は記載されているか 

 

 

  

11-1 
 

11-2 
 

11-3 
 

水抜き穴の配置がある場合、位置や寸法が
記載されているか確認 

 
 
透水層が設置されている
場合には、透水層の位置
および寸法が記載されてい
るか確認する 

11-4 
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4.1.12 構造計算書等に関する書類の審査 

（1） 構造計算書等（擁壁等）の審査 

構造計算書等（擁壁等）について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.12 構造計算書等（擁壁等）の審査項目 

番号 項目 審査内容 

12-1 概要 □ 擁壁又は崖面崩壊防止施設の概要が記載されているか 

12-2 記載内容 □ 構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書となっているか 

●鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造の擁壁 

（土圧、水圧及び自重によって擁壁が破壊、転倒、沈下しないこと、又は擁壁の基

礎が滑らないことを確認する） 

□ 応力算定結果が、材料の許容応力度を超えていないか 

□ 地震時の検討をしているか 

□ 擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの 3 分の 2 以下であるか 

□ 擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力等

の抵抗力の 3 分の 2 以下であるか 

□ 擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えていないか 

基礎杭を用いた場合においては、土圧等によって基礎くいに生ずる応力

が基礎杭の許容支持力を超えていないか 

□ 構造計算に必要な土質定数は、原則として土質調査・原位置試験に基づ

き求めたものを使用しているか 

（盛土の場合の土圧については、下記政令別表第 2 の単位体積重量及び

土圧係数を用いているか） 

 

 

 

 

 

□ 構造計算に必要な鋼材・コンクリート・地盤の許容応力度及び基礎杭の

許容支持力の値は、建築基準法施行令第 90 条、第 91 条、第 93 条及び

第 94 条の長期の値を用いているか 
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□ 擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数は、原則として土質試験結果に基づい

て算出されているか。又は土質に応じて下記政令別表第 3 の摩擦係数を

用いているか 
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耐震設計のための設計地震動の算定に必要な地域別 正係数の
対象地域 
（1）下記（2）以外の市町村 
（2）青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、東津軽

郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、下北郡 

 

構造計算に必要な土砂の単位体積重量の
値は適切か確認 
・政令別表第2の場合（単位体積重量） 

砂利又は砂   1.8t／m
3
 

砂質土   1.7t／m3 

シルト、 土等   1.6t／m3 

構造計算上の背面土砂形状
や積載荷重は適当か確認 

標準設計水平震度（中規模で 0.20、
大規模で 0.25）に地域別 正係数Ｚ
を乗じる 
（1）Ｚ 1.0 

（2）Ｚ 0.9 

 

 

12-1 概要が記載されているか確認 



盛土規制法に基づく許可申請の手引き（審査編） 

第４章 設計図書の審査 

 
 

46 

 

 

  

土圧等の作用面と壁面
摩擦 は適当か確認 

構造計算に必要な土圧の値は適切か確
認 
・政令別表第2の場合（土圧係数） 

砂利又は砂   0.35 

砂質土   0.40
 

シルト、 土等  0.50 

荷重の組み合わせが適当か
確認 

構造計算に必要な擁壁の基礎の
地盤に対する抵抗の値は適切か
確認 
・政令別表第3の場合（摩擦係数） 

砂利又は砂   0.5 

砂質土   0.4 

シルト、 土等   0.3 

擁壁の転倒 ーメントが安定 ーメントの 
3 分の 2 以下か 
擁壁の基礎の滑り出す が抵抗 の 
3 分の 2以下か 

構造計算に必要な地盤の許容応 
度等の値は建築基準法施行令第93
条の長期の値を用いているか確認 
・建築基準法施行令第93条の表 

（長期の許容応 度） 

 盤 1,000k ／m2 

密実な 層  300 k ／m2 

密実な砂質地盤  200 k ／m2 

砂質地盤   50 k ／m2 など 

構造計算に必要なコンクリートの許容応
 度の値は建築基準法施行令第 91
条の長期の値を用いているか確認 
・建築基準法施行令第91条の表 

（長期の許容応 度） 

圧   ：F／3 

引張り ：F／30
 

せん断 ：F／30  など 

※Fは設計基準強度  

 

安定計算： 
構造計算により以下を確認 
・土圧等によって擁壁が転倒しないこと 
・土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと 
・土圧等によって擁壁が沈下しないこと 
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擁壁の転倒 ーメントが安定 ーメントの 
3 分の 2 以下か確認 
・安 率が許容値以上となっているか 

擁壁の基礎の滑り出す が抵抗 の 
3 分の 2 以下か確認 
・安 率が許容値以上となっているか 

擁壁の地盤に生ずる応 度が当該地盤の許容
応 度を超えないか確認 
・地盤反 度が安定計算の許容値（許容支持 度）

を下回っているか確認 

 
安定計算： 
構造計算により以下を確認 
・土圧、水圧及び自重によって擁壁が破壊されないこと 
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土圧・水圧・自重によって擁壁が破壊され
ないよう、擁壁の各部に生ずる応 度が、
擁壁の材料であるコンクリートの許容応 
度を超えないか確認 

土圧・水圧・自重によって擁壁が破壊されないよう、
擁壁の各部に生ずる応 度が、擁壁の材料であるコ
ンクリートの許容応 度を超えないか確認 



盛土規制法に基づく許可申請の手引き（審査編） 

第４章 設計図書の審査 

 
 

52 

（2） 大臣認定擁壁認定書等の審査 

大臣認定擁壁認定書等について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.13 大臣認定擁壁認定書等の審査項目 

番号 項目 審査内容 

12-3 大臣認定擁壁の認定書 □ 大臣認定擁壁の認定書の写しが添付されているか 

12-4 設計条件の確認 □ 設計条件が認定条件を満足していることが分かる資料が添付されているか 

 

 

  

大臣認定擁壁認定書・設計条件（イメージ） 

12-3 12-4 

設計条件を満たしているか確認 
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4.1.13 安定計算書等（地盤等）の審査 

安定計算書等（地盤等）について、次の項目を確認します。 

 

表 4.1.14 安定計算書等（地盤等）の審査項目 

番号 項目 審査内容 

13-1 添付書類 □ 次の書類が添付されているか 

・土質試験その他の調査の結果 

・盛土のり面の安定計算書 

・盛土全体の安定計算書 

・擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面の安定計算書 

13-2 記載内容 ●盛土のり面の安定性 

□ 安定計算実施の必要性の判断がされているか（以下に該当するか） 

・のり高が 15m 以上の高盛土 

・盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすい場合 

・盛土箇所の原地盤が不安定な場合 

・盛土が崩壊すると隣接物に大きな影響を与えるおそれがある場合 

・腹付け盛土となる場合 

・締固め難い材料を盛土に用いる場合 

□ 安定計算は円弧すべり面法のうち簡便なフェレニウス式（簡便法）で実

施しているか 

□ 土質定数は土質試験結果を用いているか 

□ 盛土内の間げき水圧は考慮されているか 

（湧水や常時流水等が認められる傾斜地盤（渓流等を含む）等、雨水や

地下水浸透等により間げき水圧が上昇することが懸念される盛土の場

合） 

□ 最小安全率は満足しているか 

（常時（施工直後）：Fs≧1.5、大地震時：Fs≧1.0） 

□ 大地震時の設計水平震度 kh は 0.25 に地域補正係数を乗じた値か 

（青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、

北津軽郡、下北郡は 0.9、その他の地域は 1.0） 
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表 4.1.15 安定計算書等（地盤等）の審査項目 

番号 項目 審査内容 

13-2 記載内容 ●盛土全体の安定性 

□ 大規模盛土造成地（谷埋め型、腹付け型）は盛土全体の安定性の検討を

行っているか 

□ 安定計算は二次元の分割法（非円弧）または簡便法により検討されてい

るか 

□ 土質定数は土質試験結果を用いているか 

□ 盛土内の間げき水圧は考慮されているか 

（湧水や常時流水等が認められる傾斜地盤（渓流等を含む）等、雨水や

地下水浸透等により間げき水圧が上昇することが懸念される盛土の場

合） 

□ 最小安全率は満足しているか 

（常時（施工直後）：Fs≧1.5、大地震時：Fs≧1.0） 

□ 大地震時の設計水平震度 kh は 0.25 に地域補正係数を乗じた値か 

（青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、

北津軽郡、下北郡は 0.9、その他の地域は 1.0） 

 

●渓流等における盛土の安定性 

□ ①盛土高が 15m 以下か 

（盛土の安定性または盛土全体の安定性に準じた確認を行う） 

□ ②盛土高 15ｍ超で盛土量 5 万 m3 以下か 

（①に加え以下の確認を行う） 

・二次元解析（水文調査含む）を行っているか 

・盛土の液状化又は繰返し載荷による強度低下（盛土）の有無の判定を

行っているか 

□ ③盛土高 15ｍ以上で盛土量 5 万 m3 以上か 

（①②に加え以下の確認を行う） 

・三次元解析を行っているか（ただし、二次元解析での評価が適当な場

合は、そのことが分かる資料を添付し、二次元解析を適用する） 
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【安定計算書の例】 

 

  

・・・・ 



盛土規制法に基づく許可申請の手引き（審査編） 

第４章 設計図書の審査 

 
 

56 

 

 

  

最小安 率は満足しているか 
常時 ：Fs≧1.5 
地震時  ：Fs≧1.0 

土質定数は土質試験結果を用いているか 
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4.2 土石の堆積の許可申請に必要な設計図書の審査 

4.2.1 位置図の審査 

位置図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.2.1 位置図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

1-1 縮尺 □ 1/10,000 以上の縮尺となっているか 

1-2 方位 □ 方位が記載されているか 

1-3 道路等 □ 道路及び目標となる地物が明示されているか 

 

 

 

  

1-1 

1-2 

1-3 

図面 1 
（位置図） 
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4.2.2 地形図の審査 

地形図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.2.2 地形図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

2-1 縮尺 □ 1/2,500 以上の縮尺となっているか 

2-2 方位 □ 方位が記載されているか 

2-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

2-4 等高線 □ 2m の標高差を示す等高線が明示されているか 

 

 

  

2-2 

2-1 

2-3 

図面 2 
（地形図） 

2-4 
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4.2.3 求積図の審査 

求積図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.2.3 求積図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

3-1 縮尺 □ 1/2,500 以上の縮尺となっているか 

3-2 方位 □ 方位が記載されているか 

3-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

3-4 土石の堆積をする土地

の部分 

□ 土石の堆積をする土地の部分が着色されているか 

（最大堆積土量の範囲を淡緑色で着色） 

3-5 土地の全面積 □ 土地の全面積が記載されているか 

□ 面積は現地調査に基づき三斜等により算出し、小数点以下第 2 位まで表示され

ているか 

□ 申請書 5 欄の土地の面積と一致しているか（※小数点第３位以下を切り捨て） 

3-6 土石の堆積をする土地

の面積 

□ 土石の堆積をする土地の面積が記載されているか 

□ 面積は現地調査に基づき三斜等により算出し、小数点以下第 2 位まで表示され

ているか 

□ 申請書 7 欄ロの面積と一致しているか（※小数点第３位以下を切り捨て） 

 

 

 

 

 

  

           

3-2 

3-1 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

図面 3 
（求積図） 

3-6 
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4.2.4 土地の平面図の審査 

土地の平面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.2.4 土地の平面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

4-1 縮尺 □ 1/500 以上の縮尺となっているか 

4-2 方位 □ 方位が記載されているか 

4-3 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

4-4 土石の堆積をする土地

の部分 

□ 土石の堆積をする土地の部分が着色されているか 

（最大堆積土量の範囲を淡緑色で着色） 

4-5 勾配が 1/10 を超える土

地における堆積した土

石の崩壊を防止するた

めの措置 

□ 勾配が 1/10 を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置

を講ずる位置及び当該措置の内容が記載されているか 

4-6 空地の位置等 □ 空地の位置及び寸法が記載されているか 

□ 土地の堆積を行う区域の周囲に、次のとおり空地を設けているか 

・堆積する土石の高さ 5m 以下：当該高さを超える幅の空地の設置 

・堆積する土石の高さ 5m 超：当該高さの 2 倍を超える幅の空地の設置 

4-7 柵等の位置 □ 柵その他これに類するものを設置する位置が記載されているか 

□ 見やすい箇所に関係者以外のものの立ち入りを禁止する旨の表示を設けている

か 

4-8 排水施設等 □ 雨水その他の地表水を有効に排除する措置（排水施設等）を講ずる位置及び当

該措置の内容が記載されているか 

□ 申請書と照合できるように番号が付されているか 

4-9 堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出防止 

□ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措

置の内容について記載されているか 

□ 申請書を照合できるように番号が付されているか 

4-10 断面線の位置 □ 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号が付されているか 

 



盛土規制法に基づく許可申請の手引き（審査編） 

第４章 設計図書の審査 

 
 

61 

 

 

  

4-2 

4-3 

4-7 

4-1 

4-4 

4-8 

図面 4 
（土地の平面図） 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定め

る空地（勾配が 10 分の 1 以下であるものに限る）を設けていることを確認 
イ  堆積する土石の高さが 5 メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 
ロ  堆積する土石の高さが 5 メートルを超える場合 当該高さの 2 倍を超える幅の空地 

雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあると
きは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周
囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講じていることを確認 

堆積した土石の周囲には、柵その他これに類するものを設けている
ことを確認 

4-6 

4-8 

4-10 

4-7 

勾配が 1/10 を超える土地の場合 
堆積した土石の崩壊を防止するための措置の位置及び当該措置の内容が記載されているか確認 

4-5 

4-7 
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4.2.5 土地の断面図の審査 

土地の断面図について、次の項目を確認します。 

 

表 4.2.5 土地の断面図の審査項目 

番号 項目 審査内容 

5-1 縮尺 □ 1/500 以上の縮尺となっているか 

5-2 測線番号 □ 測線番号（平面図の断面線記号）が記載されているか 

5-3 土石の堆積を行う地盤面 □ 土石の堆積を行う土地の地盤面を細線で表示されているか 

□ 土石の堆積を行う地盤の最大勾配は、1/10 以下となっているか 

5-4 土地の境界線 □ 土地の境界線が朱書き（細線）で明示されているか 

□ 申請区域の外周線が朱書き（太線）で明示されているか 

5-5 計画堆積高さ □ 計画堆積高さが記載されているか 

5-6 勾配が 1/10 を超える土

地における堆積した土石

の崩壊を防止するための

措置 

□ 勾配が 1/10 を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置

を講ずる位置及び当該措置の内容が記載されているか 

5-7 空地の位置等 □ 空地の位置及び寸法が記載されているか 

□ 土地の堆積を行う区域の周囲に、次のとおり空地を設けているか 

・堆積する土石の高さ 5m 以下：当該高さを超える幅の空地の設置 

・堆積する土石の高さ 5m 超：当該高さの 2 倍を超える幅の空地の設置 

5-8 柵等の位置 □ 土石の堆積を行う土地への第三者の侵入を防止するための柵や工事標識が設

置されているか 

5-9 排水施設等 □ 雨水その他の地表水を有効に排除する措置（排水施設等）を講ずる位置及び当

該措置の内容が記載されているか 

・堆積する土石の周囲に設ける空地の外側に側溝等を設置しているか 

□ 申請書と照合できるように番号が付されているか 

5-10 堆積した土石の崩壊に伴

う土砂の流出防止 

□ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該

措置の内容について記載されているか 
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図面 5 
（土地の断面図） 

雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該
地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置する
ことその他の必要な措置を講じていることを確認 

堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地
（勾配が 10 分の 1 以下であるものに限る）を設けていることを確認 
イ  堆積する土石の高さが 5 メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 
ロ  堆積する土石の高さが 5 メートルを超える場合 当該高さの 2 倍を超える幅の空地 

堆積した土石の周囲には、柵その他これに類するものを設けていることを確認 

土石の堆積は、勾配が 10 分の１以下である土地において行うことを確認 

5-1 

5-2 

5-3 

5-8 

5-4 

5-5 

5-7 

5-6 

勾配が 1/10 を超える土地の場合、堆積した土石
の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当
該措置の内容が記載されているか 

5-9 

土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩
壊又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について
地盤の改良その他の必要な措置を講じていることを確認 

5-10 
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4.2.6 土石の崩壊防止措置の設計書の審査 

土石の崩壊防止措置の設計書について、次の項目を確認します。（技術的基準編 8.2.1 参照） 

 

表 4.2.6 土石の崩壊防止の設計書の審査項目 

番号 項目 審査内容 

6-1 措置の概要 □ 措置の概要について記載されているか 

6-2 構台等の構造計算書 □ 構台等の構造計算書が作成されているか 

□ 地盤の勾配が 10 分の 1 を超える場合、次の対策が講じられているか 

・堆積を行う面（鋼板等を使用したものに限る。）を有する構台等の堅固な構

造物を設置しているか 

・土石の堆積を行う面の勾配は、10 分の 1 以下を確保しているか 

・想定される最大堆積高さの際に発生する土圧・水圧・自重のほか、必要に応

じて重機による積載荷重に耐えうる構造としているか 

6-3 周辺の安全確保及び柵

等の設置に関する計画 

□ 堆積する土石の周囲（側溝等の外側）に柵等を設置しているか 

6-4 堆積箇所の配置及び空

地確保に関する計画 

□ 十分な空地の設置が困難な場合、次の対策が講じられているか 

・堆積高さを超える鋼矢板やこれに類する施設が設置されているか 

・想定される最大堆積高さの際に発生する土圧・水圧・自重のほか、必要に応

じて重機による積載荷重に耐えうる構造としているか 

・鋼矢板等は、鋼矢板土留めとして設計されたものであるか 

・堆積する土石の土質に応じた緩やかな勾配となっているか 

・侵食防止のため、堆積した土石を防水性のシート等で覆われているか 

 

 

  

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 
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4.2.7 土砂流出防止措置の設計書等の審査 

十分な空地の確保が難しい場合には、土砂流出防止措置が必要です。該当する場合には、土砂流出

防止措置の設計書等について、次の項目を確認します。（技術的基準編 8.2.2 参照） 

 

表 4.2.7 土砂流出防止措置の設計書等の審査項目 

番号 項目 審査内容 

7-1 措置の概要 □ 措置の概要について記載されているか 

7-2 鋼矢板の構造計算書 □ 鋼矢板の構造計算書が作成されているか 

□ 鋼矢板等は、土圧・水圧・自重によって損壊・転倒・滑動・沈下しない構

造であるか 

7-3 土石の周囲の排水、地上

水の浸透防止措置に関

する計画 

□ 堆積した土石を防水性のシートで覆い、土石内部に雨水等の地表水が侵入しな

い措置がなされているか 

7-4 土石の傾斜部の安定化

に関する計画 

□ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で堆積させ、土石の傾斜部を安定さ

せ崩壊又は滑りが生じない措置がされているか 
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